
資料5：全国自治体（市）に関する調査結果について  

（小坂委員提出資料）   





がん検診対象者   
対象者数の制限  

自治体（市）数   ％   

対象者数の制限無し   368   60．6   

対象者数の制限あり   235   38．7   

未回答   4   0．7   

合計   607   100  

がん検診対象者  
対象者数制限：検診種類とその理由  

N＝607   自治体数  ％   

i全てのがん検診   48  7．9％   

ii肺がん   33  5．4％   

iii胃がん   72  11．9％   

山大騰がん   17  2．8％   

V乳がん   132  21．7％   

扇子宮がん   43  7．1％   

涌その他   1．8％   

合計   356  58．6％   

N＝807   自治 体触  ％   

a検診実施機関の受  155  25．5％  
人数が限られる   

b予算の制限   65  10．7％   

Gその他   22  3．6％   

合計   242  39．9％   
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がん検診対象者  

乳がんなど隔年検診の場合  

未受診者は翌年度の対象者として含まれるか？  

N＝807   自治体数   ％   

含める   282   46．5％   

含めない   165   27．2％   

不明   6   1．0％   

その他   19   3．1％   

合計   472   77．8％   

参考）  

乳がん検診及び子宮がん検診については、原則として同一人について2年に1回行うも  

のとし、前年度受診しなかった者に対しては積極的に受診勧奨を行うものとする。  
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（老老発第0331003号）  

がん検診対象者  

各自治体のがん検診対象者数の算定方法  

N＝807   自治体数   ％   

全数把握   115   18．9％   

過去（現在）の胴査を基に井出   66   10．9％   

都道府県で決められた方法   73   12．0％   

その他の算出方法   333   55．7％   

合曹十   592   97．5％   

参考）  

医療等以外の保健事業は、その対象となる暑が、医療保険各法その他の法令に  
基づく事業のうち医療等以外の保健事業に相当する保険サービスを受けた場合  

又は受けることができる場合は、行わないものとする。（老人保健法 第22条）  
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がん検診対象者  

各自治体のがん検診対象者数の算定方法  

N＝＄07   自治体数   ％   

1）人口に定数を掛ける   162   26．7％   

2）人口から数字を漉する   101   16．6％   

3）1）と2）の両方を用いる   44   7．2％   

4）その他   144   23．7％   

合計   451   74．3％  

40歳以上の男女  

（子宮がん・乳がん別途）  

凸   

職域で健診の機会のある者を除く  

凸  

医療の中で検診相当行為を受けた者は除く  

且  

個人的に検診を受けたものを除く  

凸  

検診を受けることが事実上不可能な者は除く  

凸  

対象者（推計）  
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がん検診対象者  

自治体のがん検診対象者数の算定方法  

大阪府の例  

推定対象者（乳がん検診）  

▼ 

‾ 云孟司 、 
人  口   －  

ユ Cい－3く■  ℡S．1％    8‘．5†i  8 日，9％  

3 亘・し39  9l．昌  且 2．5  8 5▲ り  

10－41  94．ヨ  8l．6  86．3  

18－■ 9  8 0．0  T 占．J  7 a．6  

F                                                                               6 0－ 5 4  8 4，8  T g．5  8 つ． 8  

S ち－さ9  9 0．2  丁 9．3  8」，9  

8 8．9  

．l 一  疇     88．D    81．1          ¢ S－－69    8†．5    iO．〇    e g．0   7 ひ、7 ヰ    9 D．さ    92．6    9 0．8     7 S－？9    81．6    88，⊆    8 5．3     月 D～8 4    合 一（    6 6．月    7 丁，8     8 5一－    8 6．丁    70．Oi   71－ 9     L川旦 」    」二二二‾′，L ＿   ノ／／1   ′一一－′  山   
■蹟檀鼻1の人口が†已はされていも■合ほ．全体の1■l†tl食1‡用いもヱ下ほ守い．  

がん検診対象者  

自治体のがん検診対象者数の算定方法  

熊本市の例  

2 乳がん検診（40歳以上女性）対象者数  1U2，700人   

U  総人口  く人   177．150  平成12年国勢調査データ  

就菓者数  （人   73，549   ／／   

3  農林水産菓従事者数（人   4，183   

互  非就兼壱率   0．6084  1－（②－③）／（j〕   

写．  非就業者致  （人）   107．778  （了）x④   

厄  長瑚入院者放  り、）   一一般；781（国保デ＝旦」空堕〕3年11月診療分）  
′／   1，367       用神こ586  

（7′  施設入所者触  （人）   3．633  介托保隈デ≠タく平成16年4月轄萱分）   

官  乳がん曜患者数  （人）   78  （争X72 0／／10万   

（き  子宮がん構造看奴 （人   47  （管用43．5．／10万   

而  対な者戟     （人）  102．653  ー£トー（百ニト且→動一、〔か   
（蕃音賃料）  

㊥珊「牒應牒のがん－平成12年－はり巌本市分  
り2、0：補木市人口10万対乳がん組荘窺率  
t435：植木市人口10万封子宮がん粗牡憲昔  
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大腸がん検診 自治体の推計受診者数による受診率と  

簡易推定受診率★の関係（N＝290）  

簡易推定受診率（％）  
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自治体算定受診率（％）   

★40歳以上人口から就業者人口を減じた者を対象者数として計算  
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事業評価の取組  

検診実施機関の決定方法  

N＝807   自治体数   ％   

1）一般競争入札   63   10．4％   

2）随意契制   517   85．2％   

3）その他   41   6．8％   

合計   621   102．3％   

一般競争入札の場合  

自治体数   

A金額のみ考血   38   

B 実績も考慮   

C実績及びがん発見率などの精度も考慮   17   

合計   66  

事業評価の取組  

検診実施機関への事業評価  

N＝607   自治体赦   ％   

行っていない   343   56．5％   

必要な専門聴の記章   127   20．9％   

施股や機器等   125   20．6％   

その他   27   4．4％   

合計   622   10乙5％   

7   

7  



事業評価の取組  

検診実施機関への事業評価  

事業騨価のための点検衰の活用  精度管理指＃の評価  

N＝607   自治体数  ％   

行っていない   318  52．4％   

がん発見ヰ   191   31．5％   

偽陽性串   67   11．0％   

陽性道中鹿   99   16．3％   

その他   32   5．3％   

合計   707   
116．5   

％  

N＝607   自治体数   ％   

知らない   101   16．6％   

活用している   144   23．7％   

活用していない   308   50．7％   

その他   19   3．1％   

合計   707   94．2％  

事業評価の取組   

がん検診事業結果の公開・公表  

公表方法  公表内容  

N＝607   自治体数  ％   

市報   82   13．5％   

パンフレット、  

報告書専   
253  41．7％   

インターネット   24   4．0％   

報告会   99   16．3％   

公表なし   146  24．1％   

その他   82   13．5％   

合計   604  99．5％  

N＝807   自治体敢   ％   

予算■決算   84   13．8％   

受診者敢   416   68．5％   

がん発見者敢  364   
（率）  

60．0％   

精度管理嶺偏   29   4．8％   

その他   12   2．0％   

合計   905   149．1％   
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事業評価の取組  

自治体でのがん検診の課題  

N＝807   自治体数   ％ ．   

1）検診実施機関との調整が困難（項目、体制など）   59   9．7％   

2）施策上の優先順位が低い   14   2．3％   

3）がん検診の受診率・精検受診率の向上   505   83．2％   

4）lがん検診の精度管理の向上   l   
138   22．7％   

5）がん検診の対i者の鑓重な絶纏と勧奨方法   245   40．4％   

6）がん検診機関の充実   64   10．5％   

7）がん検診に関わる市の人材育成   1．8％   

8）がん検診の書及一啓発   204   33．6％   

9）その他   27   4．4％   

合計   1267   208．7％   
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英国での乳がん検診の指標と達成率2006年  

Tab】eヰ Scre＝巳nlng qua＝ty－†lrSIscreenl01low＝19IirstlrlいIation   

l  仁∵ト∵予・ － 1】 ‥1 11 l  
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がん発見率（標準化）  
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結果の概要  
・がん検診の対象者数の制限を行っている自治体（市）が   

少なくなかった（約4割）。   

・がん検診対象者数の算定方法は自治体により大きく異   

なっていた（統一的な方法を示している都道府県あり）。   

・がん検診受診率と自己負担額の関連は弱かった。   

・事業評価の自治体（市）での取組は十分でなかった。  

考えているがん検診の課題としては受診  
対象者の把握や勧奨が多く、事業評価・  
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としての認識は少なかった。  

考察   

1．対象者数算定・受診率についての統一的な方法   

（参酌標準）が必要   

2．がん検診の有効性（死亡率減少効果）やがん羅患の   
年齢による相違を考慮し、年齢を区切った精度管理指   
標の算定や標準的な数値の設定が望まれる。  

（例えば40－65歳までの要精査率、精検受診率、がん発見率など）   

3．市町村のレベルでは事業評価は困難な場合あり、都   
道府県「生活習慣病検診管理指導協議会」等での事   

業評価や指導が重要である。  
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